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�愛媛県告示第７０８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、

指定医療機関から次のように廃止した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７０７号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように指定した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県成果重視型政策立案プラット
フォームの構築に関する開発及び運
用保守業務

愛媛県総務部行財
政改革局財政課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和５年６月５日

株式会社ＷｉｓｅＶｉ
ｎｅ
松山市湊町四丁目１１－
４ Ａ―ＯＮＥビル３
Ｆ

９６６，３００，０００円 総 合 評 価
一般競争入札 令和５年４月４日

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

トライアングルエヒメ推進
事業管理・運営業務（令和
６年３月３１日まで） 一式

愛媛県企画振興部デジ
タル戦略局スマート行
政推進課
愛媛県松山市一番町四
丁目４番地２

令和５年４月１８日

ＲｅＧＡＣＹ Ｉｎｎｏ
ｖａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕ
ｐ株式会社
東京都千代田区大手町２
－７－１

２４７，６００，０００円
地方公共団体の物品等又は特定役
務の調達手続の特例を定める政令
（平成７年政令第３７２号）第１１条
第１項第１号の規定による

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

アルファ調剤薬局 駅前店
今治市南大門町一丁目６
番地１８富士火災今治ビル
１階

令和５年５月１日

テイクしもあがわ薬局 伊予市下吾川１００２－１ 令和５年５月１日

な の は な こ ど も 医 院 伊予市下吾川１００２番１ 令和５年５月１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

医 療 法 人 青 野 医 院 四国中央市土居町津根１９
０６番地１ 令和５年３月３１日

医療法人社団日浅産婦人科
医院

今治市立花町三丁目７－
３０ 令和５年３月３１日

宇 都 宮 内 科 ・ 胃 腸 科 宇和島市栄町港二丁目４
番２６号 令和５年３月３１日

医療機関の名称 医療機関の所在地 変更年月日

（変更後）
１０１クリニック

伊予郡砥部町麻生７番地
５ 令和５年４月１日

（変更前）
みずほ整形外科

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

ばりなす合同会社 今治市中寺７７１番地２ 訪問看護ステーションばりな
す

今治市東門町５丁目１３番地６３
号 令和５年４月２６日
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�愛媛県告示第７１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防・日常

生活支援事業者）から介護予防・日常生活支援事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から名称及び居宅介護事業を行う事業所の名称を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定により、指定医療機関（指定訪問看護事業者等）から主たる事務所の所在地及び

指定訪問看護事業等を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村１２号４４６番
地

デイサービスセンターふれあ
い

（変更後）
西予市野村町野村１３号２８８番
地

令和４年１０月１日
（変更前）
西予市野村町野村１２号４４６番
地

介護機関（介護予防・
日常生活支援事業者）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介護予防・日常生活支援事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人西予市野城総合
福祉協会

西予市野村町野村１２号４４６番
地

デイサービスセンターふれあ
い

（変更後）
西予市野村町野村１３号２８８番
地

令和４年１０月１日
（変更前）
西予市野村町野村１２号４４６番
地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
医療法人１０１会

伊予郡砥部町麻生７番地５

（変更後）
１０１クリニック

伊予郡砥部町麻生７番地５ 令和５年４月１日
（変更前）
医療法人みずほ整形外科

（変更前）
みずほ整形外科

医 療 機 関 （ 指 定
訪問看護事業者等）の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社訪問看護リハビリス
テーションｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１ 訪問看護リハビリステーショ

ンｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１

令和５年３月２７日
（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２

（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２
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�愛媛県告示第７２０号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第６４条の規定に基づき、指定自立支援医

療機関の所在地を変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（居宅介護事業者）

から主たる事務所の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第５項において準用する同法第５０条の２の規定により、指定介護機関（介護予防事業者）

から主たる事務所の所在地及び介護予防事業を行う事業所の所在地を次のように変更した旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１８号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７１９号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自

立支援医療機関を指定した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社訪問看護リハビリス
テーションｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１ 訪問看護リハビリステーショ

ン ｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１

令和５年３月２７日
（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２

（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社訪問看護リハビリス
テーションｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１ 訪問看護リハビリステーショ

ン ｙｏｕ ｔｏｏ

（変更後）
上浮穴郡�万高原町�万５３５
番地１

令和５年３月２７日
（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２

（変更前）
上浮穴郡�万高原町�万２６１
番地２

名 称 所 在 地
開 設 者 担当しようとする

医療の種類 指定年月日
氏名又は名称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名

有津おかもと薬局 今治市伯方町有津甲２３３０
番地２ 有限会社岡本薬局 今治市伯方町有津甲２３３０

番地２
代表取締役
岡 本 道 周

精神通院医療（薬
局）

令和５年
５月３日

もより調剤薬局銀天街店 松山市湊町４丁目８番地
１２ １階２階 株式会社アイネ 松山市此花町７番３３号

ＴＭＣビル１Ｆ
代表取締役
稲 葉 健 介

精神通院医療（薬
局）

令和５年
６月１日

指定訪問看護事業者等 訪問看護ステーション 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

名 称 主たる事務所の所在地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

合同会社きさらぎ 松山市余戸南５丁目５番
２１号

代表社員
宮 � 慎 也

訪問看護ステーションき
さらぎ

松山市余戸南５丁目５番
２１号 精神通院医療 令和５年

６月１日
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�愛媛県告示第７２１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、

宇和島市吉田町白浦地域に係る県営土地改良事業計画を変更したの

で、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、

次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・高の平地区）変更計

画書の写し

２ 縦覧期間

令和５年６月１９日から７月１４日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所吉田支所

�������
�愛媛県告示第７２２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林の所在場所

南宇和郡愛南町岩水１１９１から１１９４まで、１１９６、１２５６から１２６６ま

で、１３１６、１３１７、１３２２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は、択伐による。

岩水１１９６・１２５６から１２５９まで（以上５筆について次の図に

示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及びその

関係書類を愛媛県庁及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第７２３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（小型魚）に関する令和５管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和５年３月愛媛県告示第３２４号）を次のとおり変更し

た。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７２４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第５項の規定に基づき、

くろまぐろ（大型魚）に関する令和５管理年度における知事管理漁

獲可能量（令和５年５月愛媛県告示第５５５号）を次のとおり変更し

た。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３７条第１項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を次のとおり指定する。

その関係図面は、愛媛県土木部道路都市局道路維持課及び東予地方局四国中央土木事務所、東予地方局今治土木事務所、中予地方局建設

部、南予地方局大洲土木事務所、南予地方局八幡浜土木事務所、南予地方局西予土木事務所、南予地方局建設部、南予地方局愛南土木事務

所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

名 称
所 在 地 担当する医療の

種類
変 更
年月日変 更 前 変 更 後

日本財団在宅看
護センターしこ
く

四国中央市三島
中央５丁目１３－
２ ユーズフラ
ット地上１階テ
ナント１号室

四国中央市川之
江町字井地山９８
０番６

精神通院医療 令和５年
５月１日

知事管理区分 知事管理漁獲可能量
変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（小型魚）
漁業 ４月から６月まで ５．０トン ８．０トン

７月から９月まで １．０トン １．０トン

１０月から１２月まで １．０トン １．０トン

１月から３月まで ３．０トン ３．０トン

総計 １０．０トン １３．０トン

知事管理区分
知事管理漁獲可能量

変更前 変更後

愛媛県くろまぐろ（大型魚）漁業 ５．６トン ２．６トン
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道路の種類 路 線 名 占 用 を 制 限 す る 区 域

県 道 川之江大豊線
四国中央市金生町下分字板屋８６５番１地先から

同町下分字板屋８７０番２地先まで

県 道 宇和島停車場線
宇和島市錦町５０００番３から

同町３０００番１２地先まで

県 道 中島環状線
松山市中島大浦１６２６番８から

同市中島大浦４７６４番地先まで

県 道 長浜中村線
大洲市中村字殿町５５８番１０から

同市中村字殿町５５３番１６まで

県 道 大島環状線
今治市宮窪町宮窪２８２３番２から

同町宮窪１２９３番２地先まで

県 道 大三島環状線

今治市大三島町宗方甲三宵山４７番４から

同町宮浦５３３９番まで

今治市上浦町井口５７３３番２地先から

同町井口５７３３番１地先まで

県 道 大平砥部線
伊予郡砥部町上原町２７４番５から

同町上原町７８番３まで

県 道 串内子線
喜多郡内子町内子３７７０番２から

同町内子２５７番２まで

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町内子２５７番２から

同町内子３０７番まで

県 道 川之江停車場線
四国中央市川之江町字密厳坊２４７５番１地先から

同町字港通り４０６０番１地先まで

県 道 川之江港線
四国中央市川之江町字川原町西側１４９１番１地先から

同市川之江町字港通り４０５６番１０地先まで

県 道 上分三島線
四国中央市中曽根町字下秋則５０１番１から

同市三島宮川四丁目字五反地８９１番４地先まで

県 道 伊予三島停車場線
四国中央市三島中央四丁目字井関１７６４番７地先から

同市三島中央四丁目字陣屋１８５５番２地先まで

県 道 今治停車場線
今治市北宝来町二丁目２番２５から

同市別宮町二丁目１番１１まで

県 道 菊間停車場線
今治市菊間町浜８０１番２から

同町浜１３１番まで

県 道 弓削島循環線

越智郡上島町弓削下弓削２０６番地先から

同町弓削下弓削１０３７番３まで

越智郡上島町弓削下弓削１０００番１地先から

同町弓削下弓削９９９番まで

県 道 横浜生名港線
越智郡上島町生名４２１９番２から

同町生名４４５番２まで

県 道 岩城環状線
越智郡上島町岩城６０番から

同町岩城１４２７番２地先まで

県 道 大下白潟線
今治市関前岡村甲６９７番３地先から

同市関前岡村甲７３８番１４地先まで

県 道 森松重信線
松山市森松町７３０番５地先から

同町５２９番２地先まで

県 道 �谷森松停車場線

松山市森松町５２９番２地先から

同町４７１番１地先まで

伊予郡砥部町高尾田４０７番２から

同町高尾田３９４番２まで

県 道 伊予大洲停車場線
大洲市中村字宮ノ後２２６番６から

同市若宮字ソウザン５２１番２まで

県 道 鳥坂宇和線
西予市宇和町卯之町五丁目６４１番２から

同町卯之町五丁目３６５番３まで

県 道 内子停車場線
喜多郡内子町内子２５７番２から

同町内子１４４０番まで

県 道 八幡浜保内線
八幡浜市保内町宮内１番耕地２５１番２地先から

同町宮内１番耕地２５２番１地先まで
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�愛媛県告示第７２６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国土地改良調査管理事務所長から次

のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量、路線測量、現地測量）

２ 作業期間 令和５年６月５日から

８月３１日まで

３ 作業地域 宇和島市坂下津及び三浦東地内
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�愛媛県告示第７２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市三芳土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があ

った。

令和５年６月１６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

退 任

�������
�愛媛県告示第７２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市楠河土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第７２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

２ 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。）。ただし、電柱を

地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

３ 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

４ 占用の制限の開始の期日

令和５年７月１日

県 道 宇和島港線
宇和島市築地町二丁目１０００番１から

同市寿町二丁目１０００番まで

県 道 下鍵山松野線
北宇和郡鬼北町大字下鍵山９４番１から

同町大字下鍵山９４番１まで

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町宮野下６５５番地先から

同町務田２００番２まで

県 道 一本松城辺線
南宇和郡愛南町一本松３５７６番地先から

同町広見３６２１番２地先まで

県 道 岩城弓削線
越智郡上島町岩城６４番から

同町生名４２１９番２まで

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 曾 我 良 男 西条市三芳１５５５番地１

〃 渡 辺 泉 西条市河原津甲１９６番地

〃 日 浅 公 之 西条市楠甲４７６番地１

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 村 上 康 � 西条市楠甲１９６番地４

〃 川 又 博 範 西条市河原津甲３９５番地

〃 槙 元 貞 西条市河原津甲９５５番地

〃 渡 邉 清 敏 西条市楠甲１７２０番地１

〃 武 田 弘 文 西条市楠甲１４２０番地１

〃 村 上 典 夫 西条市楠甲８８番地

〃 阿 部 勝 房 西条市河原津甲５０４番地１

〃 松 木 時 政 西条市河原津甲８６番地５

監 事 森 川 輝 � 西条市楠甲１５３９番地１

〃 川 又 達 也 西条市河原津甲１２９番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

〃 莖 田 洋 二 西条市河原津甲９４０番地１

〃 森 川 實 西条市楠甲１６９９番地２

〃 三 宅 哲 明 西条市河原津甲５４１番地２

〃 丹 下 光 兼 西条市楠甲８８番地

〃 武 田 省 二 西条市河原津甲４７６番地１

〃 武 田 泰 志 西条市楠甲１４１７番地３

〃 渡 邉 孝 雄 西条市楠甲１４８５番地２

〃 村 上 繁 敏 西条市楠甲４５３番地２

〃 原 譲 二 西条市楠乙４５４番地２２

〃 渡 辺 泉 西条市河原津甲１９６番地

〃 日 浅 公 之 西条市楠甲４７６番地１

〃 村 上 康 � 西条市楠甲１９６番地４

監 事 阿 部 勝 房 西条市河原津甲５０４番地１

〃 松 木 時 政 西条市河原津甲８６番地５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 江 原 二 郎 西条市河原津甲２３８番地２９

〃 武 田 省 二 西条市河原津甲４７６番地１
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西条市楠河土地改良区の定款の変更を認可した。

令和５年６月１６日

愛媛県東予地方局長 客 本 宗 嗣

�������
�愛媛県告示第７３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

伊予郡砥部町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

就 任

退 任
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�愛媛県告示第７３１号
松山市祝谷土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６

項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

令和５年６月１６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市祝谷土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書

の写し

� 松山市祝谷土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

令和５年６月１９日から令和５年７月１４日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第７３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 正 岡 修 平 伊予郡砥部町大南２１６７番地

〃 二ノ宮 五 月 伊予郡砥部町大南１５４０番地

〃 村 上 和 広 伊予郡砥部町大南１８４３番地５

〃 小 西 眞佐夫 伊予郡砥部町大南３７７番地

〃 土 居 道 � 伊予郡砥部町岩谷口５４０番地

〃 中 塚 卓 二 伊予郡砥部町岩谷２８番地

〃 西 岡 龍 一 伊予郡砥部町大平５５２番地

〃 佐 野 惠 美 伊予郡砥部町万年４８１番地１

〃 大 内 建 作 伊予郡砥部町外山２４番地

〃 石 司 正 勝 伊予郡砥部町外山４００番地

〃 前 田 � 造 伊予郡砥部町五本松１２３番地

〃 石 田 愼 一 伊予郡砥部町北川毛９３０番地

〃 東 貴 之 伊予郡砥部町七折２２０番地１

〃 穂 積 修 平 伊予郡砥部町川井１８３３番地

〃 大 内 廣 志 伊予郡砥部町千足１０４番地１

〃 � 野 重 友 伊予郡砥部町原町１４８番地

〃 相 原 伸 啓 伊予郡砥部町高尾田４４７番地

〃 白 潟 泰 伊予郡砥部町三角１８０番地

〃 田 中 和 広 伊予郡砥部町拾町２１８番地

〃 河 原 英 樹 伊予郡砥部町重光２２０番地

〃 重 松 健 吉 伊予郡砥部町八倉２７６番地２

〃 坂 本 美登利 伊予郡砥部町外山４５５番地

監 事 上 野 一 郎 伊予郡砥部町宮内７３０番地

〃 門 田 秀 一 伊予郡砥部町麻生２０２番地

〃 政 岡 英 俊 伊予郡砥部町北川毛３９８番地１

〃 二ノ宮 五 月 伊予郡砥部町川登２９３番地

〃 長 岡 孝 充 伊予郡砥部町万年４８１番地１

〃 中 村 茂 � 伊予郡砥部町外山８８番地

〃 中 塚 卓 二 伊予郡砥部町外山４００番地

〃 松 村 英 夫 伊予郡砥部町五本松４２３番地１

〃 佐 野 惠 美 伊予郡砥部町北川毛９３０番地

〃 青 木 廣 行 伊予郡砥部町七折２２０番地

〃 石 司 正 勝 伊予郡砥部町川井１５６０番地

〃 仲 田 恵 介 伊予郡砥部町千足１０４番地１

〃 石 田 愼 一 伊予郡砥部町大南１９４９番地

〃 東 洋 二 伊予郡砥部町宮内３６７番地

〃 松 村 � 二 伊予郡砥部町上原町８番地

〃 大 内 廣 志 伊予郡砥部町大南８０２番地

〃 正 岡 英 司 伊予郡砥部町高尾田４４７番地

〃 宮 内 正 彦 伊予郡砥部町麻生１１８番地

〃 相 原 伸 啓 伊予郡砥部町三角１８１番地

〃 柳 田 清 勝 伊予郡砥部町拾町１９０番地

〃 土 居 英 昭 伊予郡砥部町大南１５４０番地

〃 二 宮 敬 介 伊予郡砥部町八倉２９３番地

〃 相 原 彰 志 伊予郡砥部町岩谷３７番地

〃 金 子 武 伊予郡砥部町岩谷口４０８番地

監 事 樋 口 泰 幸 伊予郡砥部町川井１５５３番地

〃 小 西 眞佐夫 伊予郡砥部町大南３７７番地

〃 矢 野 勝 利 伊予郡砥部町重光４２６番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 中 岡 重 樹 伊予郡砥部町岩谷２８番地
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�愛媛県告示第７３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年６月１６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第７３４号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県南予地方局長 阿 部 恭 司

�愛媛県告示第７３５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予松山港線
松山市北吉田町１２２７番３５から

同町１２２７番１１まで
令和５年６月１６日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第８号

令和５年６月６日
伊予市宮下字於竹川１６６７番４

伊予市宮下５番地１

脇 田 浩 輝

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１４００１４６ 社会福祉法人西予市野
城総合福祉協会

愛媛県西予市野村町野
村１２号４４６番地 別 宮 靜 居宅介護 ヘルパーステーション

ハート
愛媛県西予市野村町野
村８号４７９番地１

令和５年
３月３１日

３８１１４００１４６ 社会福祉法人西予市野
城総合福祉協会

愛媛県西予市野村町野
村１２号４４６番地 別 宮 靜 重度訪問介護 ヘルパーステーション

ハート
愛媛県西予市野村町野
村８号４７９番地１

令和５年
３月３１日

３８１１４００１４６ 社会福祉法人西予市野
城総合福祉協会

愛媛県西予市野村町野
村１２号４４６番地 別 宮 靜 行動援護 ヘルパーステーション

ハート
愛媛県西予市野村町野
村８号４７９番地１

令和５年
３月３１日

３８１１４００１４６ 社会福祉法人西予市野
城総合福祉協会

愛媛県西予市野村町野
村１２号４４６番地 別 宮 靜 同行援護 ヘルパーステーション

ハート
愛媛県西予市野村町野
村８号４７９番地１

令和５年
３月３１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 井戸田 聡 東温市志津川 令和

５年６月１日

視 覚 障 害 眼 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 福 本 健 東温市志津川 令和

５年６月１日

聴覚障害、平衡・音声・言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 入 舩 悠 樹 東温市志津川 令和
５年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 狩 野 拓 也 東温市志津川 令和
５年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 林 知 樹 東温市志津川 令和
５年６月１日

平衡・音声・言語・そしゃく機
能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 丸 山 諒 東温市志津川 令和
５年６月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 公立学校共済組合四
国中央病院 平 井 洋 生 四国中央市川之江町２２３３番地 令和

５年６月１日
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�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛地方労働組合執行委員長玉井博司から次のとおり争

議行為を行う旨の通知が令和５年６月６日あったので公表する。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事件 ２０２３年度夏季一時金・その他に関する事項

２ 日時 ２０２３年６月１７日正午以降本問題が完全解決に至る間

�愛媛県告示第７３６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７３７号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 山 内 太 郎 新居浜市王子町３番１号 令和
５年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 住 友 別 子 病 院 � 田 貴 大 新居浜市王子町３番１号 令和
５年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科
独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

関 谷 大 宇和島市賀古町二丁目１番３７号 令和
５年６月１日

肢 体 不 自 由 リハビリテー
ション科

独立行政法人地域医
療機能推進機構宇和
島病院

末 松 駿之介 宇和島市賀古町二丁目１番３７号 令和
５年６月１日

肢体不自由、呼吸器機能障害 小 児 科 なのはなこども医院 米 澤 早知子 伊予市下吾川１００２番１ 令和
５年６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 西予市立西予市民病
院 畠 山 翔 西予市宇和町永長１４７番地１ 令和

５年６月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

� 米 達 彦 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５番５号 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 令和５年
４月１日

原 田 雅 光 愛 媛 県 立 今 治 病 院 今治市石井町四丁目５番５号 消 化 器 科 � 保 病 院 今治市内堀一丁目１番１９号 令和５年
５月１日

盛 實 勲 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４番地 も り ざ ね 耳 鼻 咽 喉 科 西条市樋之口４３６番地１２ 令和５年
４月１８日

窪 田 真 志 西 予 市 立 野 村 病 院 西予市野村町野村９号５３番地 西 予 市 立 西 予 市 民 病 院 西予市宇和町永長１４７番地１ 令和５年
４月１日

矢 島 知 里 愛媛県立子ども療育センター 東温市田窪２１３５番地 国立大学法人愛媛大学医学部
附属病院 東温市志津川 令和３年

４月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫・肝臓機能障害

外 科 医療法人徳洲会宇和
島徳洲会病院 米 満 侯 宏 宇和島市住吉二丁目６番２４号 令和

５年５月８日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫・肝臓機能障害

外 科 医療法人徳洲会宇和
島徳洲会病院 梅 本 覚 司 宇和島市住吉二丁目６番２４号 令和

５年５月８日

肢体不自由、心臓・じん臓・呼
吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫・肝臓機能障害

外 科 医療法人徳洲会宇和
島徳洲会病院 保 坂 征 司 宇和島市住吉二丁目６番２４号 令和

５年５月８日

肢体不自由、平衡・音声・言語・
そしゃく・心臓・じん臓・呼吸
器・ぼうこう又は直腸・小腸・
ヒト免疫不全ウイルスによる免
疫・肝臓機能障害

内科・リハビ
リテーション
科

医療法人徳洲会宇和
島徳洲会病院 貞 島 博 道 宇和島市住吉二丁目６番２４号 令和

５年５月１０日
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３ 場所

法 人 名 所 在 地

一般財団法人 創精会 松山市美沢１－１０－３８

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独ま

たは併用して実施する。
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�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による令和５年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

令和５年６月１６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

令和５年９月７日（木）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

� 実地試験

松山市三番町７丁目６－９ 愛媛県薬剤師会館

３ 受験願書の提出期間

令和５年７月２４日（月）から８月７日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�愛媛県公安委員会規則第９号
愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年６月１６日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県確認事務の委託の手続等に関する規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第２条関係） 様式第３号（第２条関係）

省略

１ 省略

２ 省略

� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２の

４第２項の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年

を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する

規則（平成１６年国家公安委員会規則第２３号） 第３条

各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがある

と認めるに足りる相当な理由がある者

�・� 省略

� 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必

要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

省略

省略

１ 省略

２ 省略

� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２第

１項第３号の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して２年

を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に愛媛県確認事務の委託の手続等に

関する規則（平成１７年愛媛県公安委員会規則第６号）第３条

各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがある

と認めるに足りる相当な理由がある者

�・� 省略

� 心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者

として国家公安委員会規則で定めるもの

省略

注 省略

様式第９号（第７条関係）

（表） 省略

（裏）

注 省略

様式第９号（第７条関係）

（表） 省略

（裏）

省略

�・� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２の

４第２項の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わ

省略

�・� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２第

１項第３号の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わ



愛 媛 県 報令和５年６月１６日 第４１７号

６７９

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和５年６月１６日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１２５，５４５

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，５１１

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４０，６９４

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

り、又は 執行を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する

規則（平成１６年国家公安員会規則第２３号）第３号各号に掲げ

る罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに

足りる相当な理由がある者

�～� 省略

り、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して

２年を経過しない者

� 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する

規則（平成１７年国家公安員会規則第２３号）第３号各号に掲げ

る罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに

足りる相当な理由がある者

�～� 省略

様式第１４号（第１２条関係） 様式第１４号（第１２条関係）

省略

�・� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２の

４第２項 の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は 執行を受けることがなくなった日から起算し

て２年を経過しない者

�～� 省略

省略

省略

�・� 省略

� 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第１１９条の２第

１項第３号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算し

て２年を経過しない者

�～� 省略

省略

注 省略 注 省略

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，８３７ １４，２７９

南 宇 和 郡 １７，４８３ ５，８２８

松山市・上浮穴郡 ４３１，０５８ １３８，５１０

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３３，７０８ ４４，５７０

宇和島市・北宇和郡 ７２，３９４ ２４，１３２

八幡浜市・西宇和郡 ３４，７２４ １１，５７５

新 居 浜 市 ９６，８６２ ３２，２８８

西 条 市 ８８，６０２ ２９，５３４

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４８，１１４ １６，０３８

伊 予 市 ３０，３５４ １０，１１８

四 国 中 央 市 ７０，８５１ ２３，６１７

西 予 市 ３０，５０９ １０，１７０

東 温 市 ２８，０４９ ９，３５０

令和５年６月１６日 発行


